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令和元年の風水害を踏まえた避難対策について 

 
１ 近年の風水害の状況 

(1) 近年発生した風水害 
 

発生年 名称 災害の主な概要等 死者・行方不明者数 

平成 26年 平成 26年８月豪雨 広島県(広島市)での大規模な土砂災害 死者 91人 

平成 27年 平成 27年９月関東・東北豪雨 
茨城県(常総市)・宮城県(大崎市)での河川

(鬼怒川・渋井川)氾濫による洪水害 
死者 20人 

平成 28年 平成 28年８月台風第 10号 
北海道での土砂災害、岩手県(岩泉町)での

洪水害 

死者 26人 

行方不明者３人 

平成 29年 平成 29年７月九州北部豪雨 
福岡県(朝倉市・東峰村)・大分県(日田市)

での洪水害 

死者 42人 

行方不明者２人 

平成 30年 平成 30年７月豪雨 
広島県・愛媛県での土砂災害、岡山県(倉

敷市真備町)での洪水害 

死者 263人 

行方不明者８人 

令和元年 

令和元年房総半島台風 

（台風第 15号） 

関東地方南部を中心とした各地での暴風

雨による被害 
死者３人 

令和元年東日本台風 

（台風第 19号） 

東日本の広範囲にわたる各地での記録的

な大雨による多数の河川氾濫や土砂災害 

死者 104人 

行方不明者３人 

令和２年 令和２年７月豪雨 

九州地方をはじめとした各地での記録的

な大雨による河川氾濫や土砂災害 

新型コロナウイルス感染症まん延下にお

ける避難や被災者支援が新たな課題に 

死者 82人 

行方不明者４人 

上記表の掲載基準：気象庁が名称を定めた気象現象、法改正の契機となった主な災害  
 

【近年発生した風水害を踏まえた主な法改正等】 

 ■ 平成 26 年８月豪雨 

  ・土砂災害防止法：土砂災害警戒情報に基づく迅速な避難勧告等の発令 
 

  ・水 防 法：想定し得る最大規模の洪水、内水、高潮に係る浸水想定区域を公表する制度の創設 
 

 ■ 平成 27 年９月関東・東北豪雨、平成 28年８月台風第 10号 

  ・土砂災害防止法・水防法：土砂災害警戒区域や浸水想定区域内の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び

避難訓練の実施を施設管理者等へ義務付け 

  ・ガイドライン：避難勧告等の避難情報の名称変更 
 

 ■ 平成 30 年７月豪雨 

  ・ガイドライン：避難勧告等の防災情報に関して、住民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、 

５段階の警戒レベルにより提供し、とるべき行動の対応を明確化 
 

 ■ 令和元年房総半島台風・令和元年東日本台風 

  ・政府は、避難情報のうち「避難勧告」を廃止し、「避難指示」に一本化することを検討 

 

 

 

 

 

(2) 令和元年に横浜市が被災した主な風水害 

 令和元年房総半島台風（台風第 15号）：令和元年９月  
  

【災害の概要】 

● 関東地方南部や伊豆諸島を中心に猛烈な風と雨をもたらした台風。関東地方を中心に 19地点で観測史上１位

（当時）の最大風速や最大瞬間風速を記録しました。 

● 特に多くの被害が発生した千葉県では、多数の住家被害のほか、長期的な断水、停電などライフライン被害

が発生しました。 

● 横浜市においても、市域全体で暴風による住家被害が多数発生したほか、高波により金沢臨海部産業団地を

はじめとする港湾地域において、護岸、道路及び公共施設の損壊や、大規模な浸水被害が発生しました。 
 

 【全国 の被害状況】                【横浜市 の被害状況】 

人的被害（うち、死者３人） 150件  人的被害（いずれも軽傷） ３件 

住家被害 77,104件  住家被害 1,450件 

非住家被害 1,660件  非住家被害 531件 

上記引用：（消防庁）令和元年台風第 15号による被害（第 40報）  その他被害（道路被害、土砂流出等） 1,756件 
 

【横浜市 の避難者数と避難場所開設数】      

避難者数 132人 

避難場所開設数 76か所 

 

 
 

 令和元年東日本台風（台風第 19号）：令和元年 10月  
  

【災害の概要】 

● 静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方を中心に広い範囲で、観測史上 

１位（当時）の時間降水量を更新するなど記録的な大雨をもたらした台風。 

● 各地で河川氾濫や土砂災害が多数発生したほか、逃げ遅れ等による死者も 

100人を超えました。 

 ● 大雨のピーク時には、鶴見川の水位が避難判断水位まで上昇しましたが、鶴見川多目的遊水地への一時的な 

貯留により、洪水の被害を回避することができました。 

 ● 横浜市では、8,893人の市民が避難 されました。 
  

 【全国 の被害状況】               【横浜市 の被害状況】 

人的被害（うち、死者 104人） 491件  人的被害（いずれも軽傷） ７件 

住家被害 101,673件  住家被害 519件 

非住家被害 13,971件  非住家被害 90件 

上記引用：（消防庁）令和元年東日本台風及び前線による被害（第 66報）  その他被害（道路被害、土砂流出等） 502件 

 

【横浜市 の避難者数と避難場所開設数】 

避難者数 8,893人 

避難場所開設数 168か所 

 

減災対策推進特別委員会資料 

令 和 ２ 年 ９ 月 1 7 日 

総 務 局 、 健 康 福 祉 局 

長野市での浸水被害（長野県） 

鶴見川多目的遊水地への流入（港北区） 

南本牧はま道路の損傷（中区） 護岸損壊（金沢区） 

郡山市の浸水被害（福島県） 

（平成 26 年 11 月改正） 

（平成 27 年５月改正） 

（平成 29 年５月改正） 

（平成 29 年１月改定） 

（平成 31 年３月改定） 

（変更前）       （変更後） 
「避難準備情報」➡「避難準備・高齢者等避難開始」 
「避 難 指 示」➡「避 難 指 示 （ 緊 急 ） 」 

写真（出典）：令和２年版防災白書（内閣府） 写真（出典）：令和２年版防災白書（内閣府） 
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２ 横浜市における風水害時の避難に関する課題と対策 

(1) 令和元年度の庁内検討体制 

    令和元年に発生した風水害の課題を踏まえ、横浜市危機管理推進会議に風水害対策見直し専門部会を設置

し、区局横断的な課題・テーマ（避難行動・避難場所等）について、検討を進めました（令和元年 11月～）。 
 
 

    【検討の組織体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 避難行動について 

令和元年度は、台風前に、土砂災害の危険性が高い地域にお住まいの方々へ意識調査を実施していました。 
また、台風後は、インターネットで避難行動に関するアンケートを行ったり、各区の防災担当者等にヒア

リングを行うことで、避難に関する様々な意見をいただきました。 
こうした意見等を踏まえ、風水害時に市民の皆様が適切な避難行動をとるための課題を整理しました。 

 

＜主な意見及び課題＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ア 適切な避難行動に向けた対策 

地域の危険性を把握するハザードマップに加え、適切な避難行動をとるために必要な知識や備えを整理

した市民向けの啓発物を作成し、市ホームページや広報よこはま、ラジオなどのあらゆる媒体にて周知・

啓発を行っています。 

 

 

 

 

 

  

 

 

＜主な取組内容＞ 

取組 内容 

風水害リーフレット 

個人の行動計画（マイ・タイムライン）を事前に作成 できるリーフレット

を配布。また、主に知的障害者を対象とした、風水害リーフレットの「わか

りやすい版」も作成中。 

うんこ防災ゲーム 
小さなこどもでも楽しんで避難行動等を学んでもらえるよう、「うんこド

リル」を発行する株式会社文響社と連携し クイズ形式の防災ゲームを開発。 

洪水ハザードマップ 

平成 27 年の水防法改正に伴い、市内を流れる河川について 洪水浸水想定

区域を見直し、避難場所や避難する際に注意を要する場所、避難情報の入手

方法等を掲載 した洪水ハザードマップを作成。また、外国人向けに「やさし

い日本語」版をホームページに掲載。 

防災カルテに基づく
地域支援 

区と連携し、自治会・町内会ごとに、浸水想定区域、土砂災害警戒区域等

の 地域の危険性や防災の取組状況等を把握する防災カルテ を作成。また、

地域の実情に応じてアドバイザーを派遣するなどの支援も実施。 

 

イ 要配慮者利用施設における避難確保計画 

平成 29年５月に水防法等の一部が改正され、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用

施設に、避難確保計画の作成、訓練の実施が義務付けられました。施設所管局等と連携し計画作成及び

訓練実施の促進等に取り組んでいます。 

＜主な取組内容＞ 

取組 内容 

施設所管局に

よる指導監査 
施設所管局が実施する指導監査等の機会を捉え、計画作成等の促進 

施設向け説明

会の実施 
施設に対して、計画の必要性や具体的な作成方法等を周知 

訓練手引きの

作成 

施設が訓練を実施する際の参考資料として、具体的な訓練の実施方法等を記した

訓練の手引きを作成 

 

＜対象施設数及び作成数＞ 

 
対象施設数 作成数 作成率 

令和元年８月末時点 2,475施設 1,852施設 74.8% 

令和２年６月末時点 2,475施設 2,111施設 85.3% 

      ※ 全国の提出状況（令和２年１月１日時点）：48.3％（浸水想定区域内） 

主な意見 課題 

・自宅のリスクは知っていても、実際の避難は行っていない 

・避難すべきかどうかわからなかった 

・避難勧告など避難情報の意味がわからない 

・避難場所へ行くことだけが避難行動と考えていた 

・避難をするタイミングがわからなかった 

・どこに逃げていいかわからなかった 

・地域防災拠点が避難場所であると考えていた 

・避難場所で食料の提供がなく困った 

・自分の命は自分で守るという意識の

醸成が必要 

・風水害に備えた知識の啓発が必要 

・事前に個人の行動計画を検討してお

くことが必要 

横浜市危機管理推進会議（議長：市長） 

風水害対策見直し専門部会（部会長：総務局危機管理部長） 

風水害対策見直し専門部会 作業部会（各区局課長級で検討） 
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(3) 避難場所の開設・運営について 

令和元年に発生した台風第 15号・第 19号における避難場所の開設・運営について、各区の防災担当者等

に対するヒアリングなどで出た意見を踏まえ、本市としての考え方を整理し、避難者の確実な受入れ体制の

整備に取り組んでいます。 

 

＜主な課題及び対策・検討状況等＞ 

 検討テーマ 主な課題 対策・検討状況等 

開
設 

①自主避難場所 

風水害時に、自主避難する方に

対する避難場所開設について、本

市としての明確な定めがない。 

自主避難場所は、避難情報発令対象区域以

外に居住する方の避難場所とし、開設及び運

営は主に行政が実施する。 

②避難場所の 

開設や増設 

避難場所開設前に自主的に避難

をしたいという市民が多い。 

台風対応では 市本部が示す予定時間まで

に、各区の地域特性を踏まえ、避難場所を開

設 できることとする。 

③車避難への 

対応 

・車避難の危険性が広く周知され

ていない。 

・避難場所への車での避難要望が

多い。 

台風等の暴風雨又は洪水等の状況下での

車避難は安全な避難行動として認められな

いため、原則禁止とする。 

運
営 

④要配慮者への 

対応 

高齢者等に配慮したスペースや

物資の充実、避難場所で過ごすこ

とが難しい方への対応の検討が必

要である。 

・要配慮者は基本的に避難場所で受け入れ

る。（風水害時避難場所運営マニュアルに

要配慮者の状況ごとに必要な配慮を掲載） 
・震災時と同様の要配慮者用スペースの確保

のための調整を行う。 
・避難場所で過ごすことが難しい方の避難場

所の準備については、引き続き検討を進め

る。 

⑤ペット対策 

・風水害時のペットの避難場所に

ついて、施設側との調整が必要

である。 

・ペットの屋内避難ができないと

分かると避難しない方がいる。 

・避難場所では、原則ペットを受け入れて

いただくよう調整を進める。 

・アレルギー対策（清掃方法等）も検討する。 

⑥避難場所での 

物資提供 

・「物資・食料は原則避難者持参」

という考え方が明確になってい

ない。 

・物資・食料は行政が用意するも

のと考えている方がいる。 

・避難場所における 物資・食料は原則避難者

が持参 とする。ただし、持参が困難な方に

は、必要に応じて本市の備蓄を提供 する。 

⑦避難場所運営 

マニュアル 

風水害時の避難場所運営に関す

る詳細なマニュアルが必要。 
「風水害時避難場所運営マニュアル」の作成 

 

 

 

 

 (4) 新型コロナウイルス感染症を踏まえた、避難及び避難場所の開設運営 

新型コロナウイルス感染症を踏まえた、避難の考え方や注意点等については、広報よこはまや市ホームペー

ジへの動画配信等にて周知・啓発しています。 

また、避難場所等における新型コロナウイルス感染症対策として、マスクやアルコール消毒液などの感染防

止資器材を整備するとともに、開設・運営のポイントをまとめたマニュアルを作成し、地域防災拠点運営委員

等に配付しています。 

 

＜主な取組内容＞ 

 取組 内容 

避
難 

①分散避難等の啓発 
（避難の考え方や注意点） 

広報よこはまやラジオ、市ホームページへの動画配信等による啓発 

【啓発内容】 

・自宅で安全が確保できる場合には 在宅避難の実施 。 

・行政が開設する避難場所だけでなく、安全な親戚や友人宅も避難先

とする。 

・非常持ち出し品に、マスク・体温計を含める。 

避
難
場
所 

②スペースの確保 

・地区センターなどの補充的避難所を活用することで開設数を増やす。 

・より多くの教室を使用 できるよう避難場所となる小中学校等と調整

を進める。 

③感染防止資器材の整備 
（１避難場所あたり） 

各避難場所に次の資器材を整備。 

・体温計１本 

・マスク 500枚 

・アルコール消毒液 20Ｌ 

・フェイスシールド 30枚 

・消毒剤６Ｌ 

・雑巾 10枚 

・使い捨て手袋 500組 

・段ボール間仕切りおよびベッド６セット（方面別備蓄庫８か所： 

入船公園備蓄庫、本牧ふ頭Ｄ突堤変電所備蓄庫、阪東橋備蓄庫、保

土ケ谷工場管理棟備蓄庫、西部方面備蓄庫、南部方面備蓄庫、岸根

公園備蓄庫及びセンター北駅備蓄庫で保管） 

④マニュアル整備 

地域防災拠点での感染防止対策として、 

・検温などの受入れ時の対応 

・発熱等の症状のある方の専用スペースへの案内 

・手洗いや咳エチケットの徹底など 
を記載した 「新型コロナウイルス感染症を踏まえた地域防災拠点の開

設・運営のポイント」を作成 し、地域防災拠点運営委員等に配付。 
（風水害時における避難場所の運営も本マニュアルに基づき対応） 

 





避難勧告時には危険な場所から
全員避難

避難に時間を要する方は、
危険な場所から避難




